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厚木基地周辺の第一種区域等の見直しに関する要請 

 

厚木基地周辺における騒音状況については、平成 30年３月に空母艦載機部隊の移駐が完了

し、甚大な騒音被害は減少した一方で、現在も、厚木基地に配備されているヘリコプター等に

よる騒音や他基地から飛来するジェット戦闘機等による激しい騒音が発生しています。 

また、昨年９月には厚木基地と同様に空母艦載機着陸訓練の予備飛行場として指定されてき

た岩国基地において着陸訓練が実施されるなど、硫黄島の天候等によっては、厚木基地におい

て着陸訓練が実施され、甚大な騒音被害が発生する懸念も払拭されていません。 

そうした中、国は、空母艦載機部隊の移駐により厚木基地周辺の騒音状況が変化しているこ

とを理由に、昨年 12月 22日に、第一種区域等（以下、「区域」という）※の見直しを行うこ

とを公表しました。 

見直し後の区域指定に当たっては、地域の騒音被害の実態等を十分に考慮するとともに、今

回の区域見直しについては、対象面積の大幅な縮小が想定されることから、関係する住民の

方々に確実かつ分かりやすい周知を行うことも重要です。 

また、国は区域見直しに当たって経過措置を講じるとのことですが、住宅防音工事助成制度

は、長年にわたり騒音被害を受け続けてきた基地周辺住民の方々の生活に影響する重要な負担

軽減策であることから、工事を希望する住民の方々に不平等が生じないよう適切な対応を講じ

るなど、基地周辺住民の方々に寄り添った丁寧な対応が必要であると考えます。 

そこで、以下の事項について要請いたします。 

 

※ 第一種区域等：国が住宅防音工事助成等の対象区域として指定している第一から第三種区域。 

 

１ 見直し後の区域は、地域の騒音被害の実態等を十分に考慮し、指定すること。 

 

２ 騒音度調査の結果、見直し後の区域、経過措置の詳細等について、引き続き関係自治体に

対して必要な情報提供を行うとともに、関係する住民の方々に確実かつ分かりやすく周知す

るなど、地元に寄り添った丁寧な対応を図ること。 

 

３ 周知に当たっては、関係する住民の方々の意向に沿った時期・内容で住民説明会を開催す

るなど、丁寧に対応し、理解を得るよう努めること。 

 

４ 経過措置の実施に当たっては、措置の実施状況を踏まえて、必要な対応を行うなど、住民

の方々に不利益が生じないよう留意すること。  
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５ 昨年12月19日に告示後住宅防音工事の対象拡大を公表したが、新たに対象となった告示

後住宅（昭和61年告示で第一種区域に指定された区域のうち、75Ｗ以上85Ｗ未満の区域に

所在する、昭和 61 年告示後から平成 18 年告示までに建築された住宅）に関係する住民の

方々に対して、確実かつ分かりやすい周知に努めるとともに、工事を希望する住民の方々に

不平等が生じないよう、必要な措置を講じること。 

 

６ 住宅防音工事を希望しながら、国の予算等の都合で工事を待たされている、いわゆる「待

機世帯」については、機能復旧工事を含め、令和７年度末を目途に解消見込みとのことであ

る。 

一方で、今般の告示後住宅防音工事の対象拡大により、多数の方から工事の希望があるこ

とも想定されるため、住民の方々が希望する時期に速やかに工事に着手できるよう、さらな

る予算の確保、事務手続きの迅速化を図ること。 

 

７ 住宅防音工事により設置された冷暖房機・防音建具の機能復旧工事については、老朽化の

状況等を考慮のうえ、経過年数10年の条件を緩和するなど、柔軟に対応すること。 

 

８ 航空機騒音により労働環境の悪化や、事業活動にも影響があることから、住宅併設ではな

い専用事務所、店舗等についても防音工事の対象とすること。 

 

９ 移転措置事業等に伴い、厚木基地周辺で防衛省が管理している住宅地区の国有地について

は、区域見直しにより区域外となった場合は、迅速に財務省に移管するなど適正な措置をと

ること。 

また、地元自治体等が使用している国有地については、無償使用を継続させるなど柔軟

に対応すること。 

併せて、区域外になった場合でも、国有地の維持管理については、地域に影響が生じない

よう草刈り等の必要な措置を講じること。 

 

10 基地周辺地域における農業等就労阻害への補償等について、区域見直しにより区域外とな

った場合も、関係する方々に影響が生じないよう、必要な措置を講じること。 

 

11 区域見直しに当たって、厚木基地の運用の現状や今後の見通し等、基地周辺住民の方々が

必要とする情報を可能な限り提供するとともに、今回の区域見直しの前提となる、空母艦載

機部隊移駐後の現在の騒音状況が、厚木基地でのＦＣＬＰ実施等により再び悪化することな

く、かつ、さらなる騒音軽減に向けて取り組んでいくことを、国として明確に示すこと。 
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12 厚木基地が所在することにより基地周辺住民の方々に与えている様々な負担を考慮し、区

域見直し後も、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく交付金等、国が

実施している負担軽減策について、改善・拡充に努めること。 


